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01．評価書の⾒⽅

⾮住宅版の評価書は、評価に⽤いた⼿法により
表⽰内容が異なります
次ページより、各評価書の表⽰内容について
説明をいたします
※以降、評価書の1枚⽬を第⼀⾯、
2枚⽬を第⼆⾯と⾔います

↑標準⼊⼒法を⽤いた場合 ↑モデル建物法を⽤いた場合

モデル建物法を⽤いた場合の
こちらの表⽰例の評価書には
「BEIｍ値」の項⽬がありますが、
最終的には当該項⽬は無くなる
予定です
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

評価対象建築物の物件概要、申請者
及び評価概要が表⽰されます
⾮住宅の場合、建物⽤途（省エネ
法）が表⽰されます
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

省エネラベルに表⽰される内容と同じ
ものが評価書（第⼀⾯）に表⽰されま
す
・エネルギー消費性能の多段階表⽰
・ZEB⽔準
・ネット・ゼロ・エネルギー
・再エネ設備の有無

評価書の場合、上記の他、再エネ設備
の種類及び容量が表⽰されます
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

評価情報において、機関印の押印が不
要となっております
（機関印の押印を否定するものではあ
りません）
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

評価書（第⼆⾯）には、⼀次エネル
ギー消費性能、断熱性能及び判定が表
⽰されます
こちらに表⽰される数値や判定は、省
エネ法に基づく数値及び判定となりま
す
※BPI値の表⽰について
PAL＊値が表⽰されていないWEBプロ
グラム計算結果を⽤いた場合は、断熱
性能（BPI）の判定がされません。そ
のため、総合判定の「誘導基準」が
「⾮達成」の判定となります
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

⼀次エネルギー消費性能の項⽬にある
「省エネ基準（⼤規模⾮住宅※）」に
ついては、 Ver3.6.0以降のWEBプログ
ラム計算結果を⽤いた場合に数値及び
判定が表⽰されます
Ver3.6.0よりも前のVer（3.5.0以前）の
場合は、「−」表⽰となります
※新築、増築⼜は改築後の⾮住宅部分の床⾯積の合計が
2000㎡以上の⼤規模⾮住宅建築物
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

特記項⽬には、再エネを除いた削減率、
再エネを含んだ削減率及び「ZEBマー
ク」に関する表⽰がされます

従来、再エネを除いた削減率及び再エ
ネを含んだ削減率については、「ZEB
マーク」を表⽰した場合に表⽰されて
おりましたが、新BELS制度では、
「ZEBマーク」の表⽰の有無に関係無
く、表⽰されます
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

参考情報について
⽬安光熱費の項⽬がございますが、⾮
住宅の場合、対象外となるため、評価
書にもその旨が表⽰されます

その他の項⽬には、申請者より申告さ
れた参考情報を表⽰します
なお、ZEB Orientedの場合に申告する
事項についてもこちらに表⽰されます
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02．評価書の⾒⽅（標準⼊⼒法を⽤いた場合）

（補⾜）⼀次エネルギー消費量について
第⼀⾯のエネルギー消費性能（星表⽰）と第⼆⾯の⼀次エネルギー消費性能

（判定）で、⼀次エネルギー消費量の算出⽅法が異なっております
【評価書第⼀⾯】 【評価書第⼆⾯】

↑第⼀⾯のエネルギー消費性能
（星表⽰）の⼀次エネルギー消費
量はその他の⼀次エネルギー消費
量を除いた数値となっております

↑第⼆⾯の⼀次エネルギー消費性
能（判定）の⼀次エネルギー消費
量はその他の⼀次エネルギー消費
量を含めた数値となっております
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03．評価書の⾒⽅（モデル建物法を⽤いた場合）

モデル建物法を⽤いた場合、評価概
要の評価⼿法が「モデル建物法」と
表⽰されます
評価⼿法以外の表⽰内容は、標準⼊
⼒法を⽤いた場合と同じとなります
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03．評価書の⾒⽅（モデル建物法を⽤いた場合）

評価書（第⼆⾯）についても、表⽰
される内容は、標準⼊⼒法を⽤いた
場合と同じです
ただし、⼀次エネルギー消費性能の
項⽬に関しては、「BEIｍ値」が表⽰
されず、判定のみが表⽰されます
※表⽰例の評価書には「BEIｍ値」の
項⽬がありますが、最終的には当該
項⽬は無くなる予定です
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【省エネ性能ラベル】 【BELS評価書】 【BELSプレート】 【BELSシール】

告⽰による様式 BELS評価書等の様式

※広告等に表⽰する場合は
こちらを使⽤してください。

04．その他（評価書等について）

・新BELS制度では、評価書以外に次の様式を作成できます
・プレート及びシールは、任意による取得になります
・プレート及びシールは表⽰制度に定めるラベルではありません
・プレート及びシールは単独で広告等に使⽤することはできません




